
７水推第５５１号 

令和７年６月９日 

水産政策審議会 

会長 佐々木 貴文 殿 

農林水産大臣  小泉 進次郎 

内水面漁業の振興に関する法律第 30 条において準用する漁業法第 42 条

第１項及び第 46 条第２項並びに内水面漁業の振興に関する法律施行規

則第９条の規定に基づくうなぎ養殖業の公示について（諮問第 483 号） 

 別紙の公示案により、うなぎ養殖業の制限措置の内容、許可を申請すべき期間、

許可の有効期間及び許可の基準を定めたいので、内水面漁業の振興に関する法律（平

成 26 年法律第 103 号）第 30 条において準用する漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）

第 42 条第３項及び第 46 条第２項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 
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